
�愛媛県告示第１０３０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２８年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

藤原ショッピングセンタ
ー

松山市藤原二丁目８
番１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

株式会社ビッグ・エ
ス
代表取締役 大坂尚
登

株式会社ビッグ・エ
ス
代表取締役 岡田達
也

平成２８年
６月１７日

平成２８年
８月３０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

��������������
�愛媛県告示第１０３１号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２８年８月１９日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
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平成２８年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利 子 補 給 率 農業近代化資金

の種類

利 子 補 給 率

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分３厘 年１分３厘 年８厘５毛 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分３厘 年１分３厘 年８厘

２～５ 省略 ２～５ 省略

６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

年１分３厘 年８厘５毛 ６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

年１分３厘 年８厘

７ 省略 ７ 省略

愛 媛 県 報平成２８年９月１３日 第２８０７号

６９３



�愛媛県告示第１０３２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２８年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３４
年１０月
１４日

愛媛県
第１２００
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

くみあ
い粒状
苦土炭
酸石灰

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１４．５
内く溶
性苦土
１０．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１１
番地

�������
�愛媛県告示第１０３３号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２８年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡�万高原町二名乙８５２の１、乙８５３の１
２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び�万
高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１０３４号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２８年８月１９日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２８年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率 漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

和４４年政

令第２０９

号。以下

「令」と

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

規定す

る団体

に限る

。）に

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

る者に

あつて

は、令

第５条

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ

ては、

令第５

条に規

定する

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

和４４年政

令第２０９

号。以下

「令」と

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

規定す

る団体

に限る

。）に

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

る者に

あつて

は、令

第５条

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ

ては、

令第５

条に規

定する

��������������

愛 媛 県 報平成２８年９月１３日 第２８０７号
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いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

る場合

貸し付

ける場

合

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

場合

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合

いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

る場合

貸し付

ける場

合

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

場合

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水産種苗生産施

設、養殖用作業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製氷冷凍施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

年１分３

厘

年１分

１厘

年１

分３

厘

年８厘

５毛

年８厘

５毛

３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水産種苗生産施

設、養殖用作業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製氷冷凍施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

年１分３

厘

年１分

１厘

年１

分３

厘

年８厘 年８厘

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送電話施設を含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会施設、託児施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施設、下水道施

設、地域休養施

設、漁村広場施

設、漁村センタ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

改良、造成又は取

得に必要な資金

同上 年８厘

５毛

年８厘

５毛

７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送電話施設を含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会施設、託児施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施設、下水道施

設、地域休養施

設、漁村広場施

設、漁村センタ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

改良、造成又は取

得に必要な資金

同上 年８厘 年８厘

８ 省略 ８ 省略

愛 媛 県 報平成２８年９月１３日 第２８０７号

６９５



�愛媛県告示第１０３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市氷見土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

平成２８年９月１３日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秋 山 煉 一 西条市氷見丙１０５４番地

�������
�愛媛県告示第１０３６号
四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（農地耕作条件改善事業（農作業道）上野田地区）の施行は、

適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８

条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のと

おり関係書類を縦覧に供する。

平成２８年９月１３日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農地耕作条件改善事業（農作業道）上野

田地区）の計画書の写し

� 四国中央市土居町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２８年９月１４日から１０月１４日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所土居庁舎

�愛媛県告示第１０３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市東村四丁目４４２番１２から

同市東村四丁目４４０番４まで
平成２８年９月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 森松重信線
松山市森松町６８５番１から

同町１６７番１地先まで

旧 ６．９～８．４ ０．３８７

新 １４．２～１８．０ ０．３８７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
伊予市上三谷甲４３１８番４から

同市上三谷甲４３１７番まで
平成２８年９月１３日
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�正 誤

平成２８年８月２日付け第２８９５号外１中

正 誤

ページ 箇 所 誤 正

１ 県報番号 第２８９５号外１ 第２７９５号外１

平成２８年９月１３日 発行
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